
明石工業高等専門学校 開講年度 令和02年度 (2020年度) 授業科目 建築法規
科目基礎情報
科目番号 0107 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 1
開設学科 建築学科 対象学年 5
開設期 後期 週時間数 2

教科書/教材 国土交通省住宅局建築指導課、(財) 建築技術者試験研究会編集:「基本建築関係法令集〔法令編〕」、　井上書院日本建
築学会:「建築法規用教材」、丸善

担当教員 内海 哲也
到達目標
1)建築基準法の体系、法令用語について説明できる。
2)単体規定について説明できる。
3)集団規定について説明できる。
4)確認申請など建築に関する手続きを説明できる。
5)関係法令（建築士法、建設業法、消防法、宅地造成規制法など）について説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 建築基準法の体系、法令用語につ
いて具体的に説明できる。

建築基準法の体系、法令用語につ
いて説明できる。

建築基準法の体系、法令用語につ
いて説明できない。

評価項目2 単体規定について具体的に説明で
きる。 単体規定について説明できる。 単体規定について説明できない。

評価項目3 集団規定について具体的に説明で
きる。 集団規定について説明できる。 集団規定について説明できない。

評価項目4 確認申請など建築に関する手続き
を詳しく説明できる。

確認申請など建築に関する手続き
を説明できる。

確認申請など建築に関する手続き
を説明できない。

評価項目5
関係法令（建築士法、建設業法、
消防法、宅地造成規制法など）に
ついて詳しく説明できる。

関係法令（建築士法、建設業法、
消防法、宅地造成規制法など）に
ついて説明できる。

関係法令（建築士法、建設業法、
消防法、宅地造成規制法など）に
ついて説明できない。

学科の到達目標項目との関係
学習・教育到達度目標 (C) 学習・教育到達度目標 (G) 学習・教育到達度目標 (H)
教育方法等

概要

建築物の設計、工事監理などを行う建築技術者として必要とされる基礎的な建築関連法規に関する知識を修得すること
を目的とする。建築関係の法令は、多種類にわたり、その表現方法は、多くの事例に適合するように抽象的な記述にな
っている。また、建築関係の法令は技術法であるために、一般の人にはなかなか読解ができない。従って、本講義では
法令用語の読み方、用語の定義などの基礎を説明し、その後建築面積の算出方法、建築高さの算出方法、階の算定、単
体規定、集団規定などの基本的事項を学習する。内海は、自治体の建築行政、建築指導主事として従事

授業の進め方・方法
建築物の設計、工事監理などを行う建築技術者として必要とされる基礎的な建築関連法規に関する知識を修得する。
建築技術者として建築関連法令を遵守することの社会的責任の重要性を理解し、建築関連法規の活用により具体的な建
築、都市に関する課題を解決するための基礎的な能力を修得する。

注意点 テキスト(「基本建築関係法令集」、「建築法規用教材」) をいつも用意すること。
合格の対象としない欠席条件(割合)  1/3以上の欠課

授業計画
週 授業内容 週ごとの到達目標

後期

3rdQ

1週 建築法規を学ぶための基礎(1) 法令用語の読み方、用語の定義などについて説明でき
る。

2週 建築法規を学ぶための基礎(2) 面積や高さの算定方法、階の算定などについて説明で
きる。

3週 単体規定(建築基準法)(1) 一般構造、設備について説明できる。
4週 単体規定(建築基準法)(2) 構造強度について説明できる。
5週 単体規定(建築基準法)(3) 構造計算による安全の確保について説明できる。
6週 単体規定(建築基準法)(4) 建築物の防火・避難について説明できる。
7週 単体規定(建築基準法)(5) 建築物の防火・避難について説明できる。
8週 中間試験

4thQ

9週 集団規定(都市計画法・建築基準法)(1) 都市計画のあらまし、用途地域について説明できる。
10週 集団規定(都市計画法・建築基準法)(2) 道路と敷地・建築物、建ぺい率について説明できる。
11週 集団規定(都市計画法・建築基準法)(3) 容積率、外壁後退、高さの制限について説明できる。

12週 集団規定(都市計画法・建築基準法)(4) 斜線制限、日影による高さの制限について説明できる
。

13週 建築に関する手続きについて 手続きの種類、建築確認、建築許可などについて説明
できる。

14週 建築士法、建設業法 建築工事の種類と工法、建設業の種類などについて説
明できる。

15週 消防法、宅地造成等規制法 消防法のあらまし、消防用設備など、宅地造成に関す
る工事などについて説明できる。

16週 期末試験
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週



基礎的能力 工学基礎

技術者倫理
(知的財産、
法令順守、
持続可能性
を含む)およ
び技術史

技術者倫理
(知的財産、
法令順守、
持続可能性
を含む)およ
び技術史

説明責任、製造物責任、リスクマネジメントなど、技術者の行動
に関する基本的な責任事項を説明できる。 3

現代社会の具体的な諸問題を題材に、自ら専門とする工学分野に
関連させ、技術者倫理観に基づいて、取るべきふさわしい行動を
説明できる。

3

技術者倫理が必要とされる社会的背景や重要性を認識している。 3
社会における技術者の役割と責任を説明できる。 3
技術者の社会的責任、社会規範や法令を守ること、企業内の法令
順守(コンプライアンス)の重要性について説明できる。 3

技術者を目指す者として、諸外国の文化・慣習などを尊重し、そ
れぞれの国や地域に適用される関係法令を守ることの重要性を把
握している。

3

専門的能力 分野別の専
門工学 建築系分野 施工・法規

請負契約(見積り、積算を含む)について説明できる。 4
瑕疵・保証について説明ができる。 4
現場組織の編成について説明できる。 4 後1
設計図書と施工図の関係について説明できる。 4
各種書類の行政への届出先と期限について説明できる。 3 後13
ネットワーク工程表の計算ができる。 2
バーチャート工程表について説明できる。 2
5大管理項目(品質、原価、工程、安全、環境)の特徴について説
明できる。 2

法の体系について説明できる。 4 後1,後13

法令用語について説明できる。 4 後1,後
12,後13

建築物などの定義について説明できる。 4 後13
工作物の定義について説明できる。 4 後13
防火に関する用語について説明できる。 4 後7,後15
建築手続きに関する用語について説明できる。 4 後13

建築基準法に基づき、建築物の面積、高さ、階数が算定できる。 4 後10,後
11,後12

一般構造(構造方法に関する技術的基準)の法令文を読み、適用で
きる。 4 後4

構造強度(構造計算方法に関する規定)の法令文を読み、適用でき
る。 4 後5,後6,後

7
防火・耐火・内装制限に関する法令を探すことができる。 4 後7
避難・消防関係規定法令を探すことができる。 4 後6
建築設備関連法令を探すことができる。 4 後3
建築基準法で定める道路と敷地について説明できる。 4 後9
用途地域について説明できる。 4 後9
容積率・建ぺい率について説明できる。 4 後11
高さ制限について説明できる。 4 後12
防火地域について説明できる。 4 後6
確認と許可について説明できる。 4 後13
建築基準法に関連する法律関係(例えば都市計画法、消防法、ハ
ートビル法、品確法、建築士法、建設業法、労働安全衛生規則な
ど)の法令を探すことができる。

4 後15

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 100 0 0 0 0 0 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 100 0 0 0 0 0 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0


